
豊かな自然とともに歩み、

　より暮らしやすい環境を創造するまち　津

豊かな自然とともに歩み、

　より暮らしやすい環境を創造するまち　津
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第１章　計画の基本的な考え方

１　計画策定の趣旨
２　計画の位置づけ
３　計画の期間
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津市環境基本条例の基本理念

１

２

３

４

津市環境基本条例における環境施策の基本方針

１

２

３

４

５

６
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津市総合計画

津市環境基本条例

津市総合計画第２次基本計画の将来像

津市環境基本計画
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第２章　これまでの取組

１ 《基本目標Ａ》ごみ「０」社会、意識の向上社会 
２ 《基本目標Ｂ》持続可能な快適なまち 津
３ 《基本目標Ｃ》人とひと、人と自然のつながりのあるまち 津
４ 《基本目標Ｄ》自主・協働による環境活動の促進  
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第３章　津市のめざす環境

１　めざす環境像
２　めざす環境像の実現に向けた施策体系
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第４章　めざす環境像に向けた施策の展開

１ 《環境目標１》自然と調和した恵み豊かな環境
２ 《環境目標２》資源が循環する社会環境
３ 《環境目標３》快適で暮らしやすい生活環境
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重要文化財　専修寺山門 国宝　専修寺如来堂
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第５章　計画の実現に向けて 

１　市民の環境意識の向上
２　協働による環境活動の促進
３　環境への負荷の少ない事業活動 



24



25





第６章　計画の推進と進行管理

１　計画の推進体制
２　各主体の役割
３　進行管理 
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参考資料

津市の環境

　１ 自然環境
　　⑴ 気候
　　⑵ 森林
　　⑶ 自然公園
　　⑷ 主な山・川・海
　　⑸ 森林・耕地の状況

　２ 社会環境
　　⑴ ごみの状況
　　⑵ 新エネルギーの普及状況

　３ 生活環境
　　⑴ 人口
　　⑵ 環境衛生
　　⑶ 大気・水質の状況
　　⑷ 生活排水の処理状況
　　⑸ 公園・緑地
　　⑹ 歴史文化

津市環境基本条例

用語説明  
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   津市環境基本条例 

                             平成１９年３月３０日  

条例第５号 

 私たちのまち津市は、三重県のほぼ中央部に位置し、西は奈良県に接し、東は波静かな 

伊勢湾に臨み、青山高原を始めとした緑あふれる山々や豊かな恵みを育む雲出川、安濃川 

等の河川、流域には森林地域や田園地帯など、本市の地域特性である豊かな自然環境に恵 

まれている。 

 また、藤堂藩政下における城下町としての歴史を広く地域に残すとともに、伊勢街道、 

初瀬街道、伊賀街道等の５街道が通じる交通の要衝として栄え、多くの歴史的・文化的遺 

産を受け継ぎ、産業、学術、文化など多様な機能を備えた三重県の県庁所在地として発展 

を続けている。 

 しかし、都市の発展を支える社会経済活動が進展する一方で、私たちは日常生活や事業 

活動において環境に負荷を与え、人類を含むすべての生物の存続基盤である地球環境に深 

刻な影響を及ぼしてきている。 

 私たちは、持続的な発展が可能な社会の中で、誰もが安全で安心な、かつ、健康で文化 

的な生活を営む権利を有するとともに、自然環境など、一度失われた環境を取り戻すこと 

は困難であることを認識し、私たちを取り巻く恵まれた環境を守り、後世につなげていく 

役割を担っている。 

 私たちは、こうした役割を自覚し、地球環境を視野に入れ、住民等、事業者及び本市が 

協働して、環境を保全し、及び創造し、環境への負荷の少ない、環境と共生した持続的な 

発展が可能なまちを実現するため、この条例を制定する。 

 （目的） 

第１条 この条例は、環境の保全及び創造に関し、基本理念を定め、並びに住民等、事業 

 者及び本市の役割を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策（以下「 

 環境施策」という。）の基本となる事項を定めることにより、住民等、事業者及び本市 

 が協働して環境施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の住民等の安全 

 で安心な、かつ、健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響 

 であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。 

２ この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオ 

 ゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広 

 範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献する 

 とともに、住民等の安全で安心な、かつ、健康で文化的な生活の確保に寄与するものを 

 いう。 

３ この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の 

 活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又 

 は水底の底質が悪化することを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪 

 臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活 

 に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ずる 
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 ことをいう。 

 （基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、自然との共生を目指し、住民等が安全で安心な、かつ、 

 健康で文化的な生活を営むことのできる自然と調和の取れた恵み豊かな環境を確保する 

 とともに、これを将来の世代に継承していくことを目的として行われなければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築を目 

 的として行われなければならない。 

３ 環境の保全及び創造は、住民等、事業者及び本市がそれぞれの役割を自覚し、日常生 

 活や事業活動において、相互に協力し、及び連携して行われなければならない。 

４ 地球環境の保全は、人類共通の重要な課題であるとともに、住民等、事業者及び本市 

 が自らの課題であることを認識し、日常生活や事業活動において、自主的かつ積極的に 

 推進されなければならない。 

 （住民等の役割） 

第４条 住民等は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、自 

 らの日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めるものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、住民等は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自 

 ら努めるとともに、本市が実施する環境施策に協力するものとする。 

 （事業者の役割） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に伴って生ずる公害を自らの責任 

 において防止し、及び廃棄物を適正に処理し、並びに自然環境を適正に保全するために 

 必要な措置を講ずるものとする。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに 

 当たっては、製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷を低 

 減するよう努めるとともに、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役 

 務等を利用するよう努めるものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、 

 環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、本市が実施する環境施策に協力するものと 

 する。 

 （本市の役割） 

第６条 本市は、基本理念にのっとり、本市の区域の自然的・社会的条件に応じた環境施 

 策を策定し、国、三重県及び他の地方公共団体とも連携し、当該環境施策を実施するも 

 のとする。 

２ 本市は、基本理念にのっとり、自らの事業活動に伴う環境への負荷の低減に努めるも 

 のとする。 

 （環境施策の基本方針） 

第７条 本市は、環境施策を策定し、及び実施するに当たっては、基本理念にのっとり、 

 次に掲げる事項を基本として、各種施策の相互の連携を図りつつ、住民等及び事業者と 

 協働して、総合的かつ計画的に行うものとする。 

 (１) 人の健康が保護され、また、生活環境及び自然環境が保全されるように公害を防 

  止し、大気、水、土壌等が良好な状態に保持されること。 

津市環境基本条例

57



 (２) 生物の生息又は生育に配慮し、健全な生態系の確保を図るため、水資源及び森林 

  資源並びに海域を保全するとともに、森林、水辺地、河川、農地等を適正に維持管理 

  し、人と自然が豊かに触れ合うことのできる良好な自然環境が確保されること。 

 (３) 健全な水循環を確保し、及び維持するため、水源のかん養機能及び水の浄化機能 

  を高めるように森林の保全が図られること。 

 (４) 潤いと安らぎのある環境を目指し、緑化の推進、水辺地の整備、良好な景観の確 

  保、都市環境の向上及び歴史的・文化的環境の保全が図られること。 

 (５) 廃棄物の発生抑制、減量化・リサイクル化及び適正な処理、資源の循環的な利用 

  並びに環境への負荷の少ないエネルギーの有効利用が促進されること。 

 (６) 地球環境の保全は、住民等、事業者及び本市が自らの課題であることを認識し、 

  国際的な協調の下に、地球環境の保全に関する施策が推進されること。 

 （環境基本計画） 

第８条 市長は、環境施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び創造に関 

 する基本的な計画（以下「環境基本計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 環境基本計画は、環境の保全及び創造に関する目標、環境施策その他必要な事項につ 

 いて定めなければならない。 

３ 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、住民等及び事業者の意見を反映する 

 ことができるよう必要な措置を講ずるとともに、第 16 条に規定する津市環境審議会（以 

 下「審議会」という。）の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

 （事業に係る環境への配慮） 

第９条 本市は、環境に影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする者が、その事業の 

 実施に当たり、環境への影響について適正に配慮するよう必要な措置を講ずるものとす 

 る。 

 （調査、監視及び測定体制の整備） 

第 10 条 本市は、環境の状況を把握し、及び環境施策を適正に推進するために必要な調査、 

 監視及び測定に関する体制の整備に努めるものとする。 

 （年次報告書の作成等） 

第 11 条 市長は、環境の状況及び環境施策の実施状況について年次報告書を作成し、これ 

 を公表しなければならない。 

 （財政上の措置） 

第 12 条 本市は、環境施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めなけれ 

 ばならない。 

 （自主的な活動の促進） 

第 13 条 本市は、環境教育及び環境学習の推進など、住民等及び事業者が自主的に行う環 

 境の保全及び創造に係る活動（以下「環境活動」という。）を促進するために必要な措 

 置を講ずるものとする。 

 （情報の収集及び提供） 

第 14 条 本市は、環境の保全及び創造に関する情報の収集に努めるとともに、個人及び法 
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 人の権利及び利益の保護に配慮しつつ、前条の規定による環境活動の促進に資するため、 

 環境の保全及び創造に関する情報を適切に提供するよう努めるものとする。 

 （推進体制の整備） 

第 15 条 本市は、住民等及び事業者と協働して環境施策を総合的かつ計画的に推進するた 

 めの体制の整備に努めるものとする。 

 （審議会の設置等） 

第 16 条 環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 44 条の規定に基づき、審議会を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

 (１) 環境の保全及び創造に関する重要事項 

 (２) 環境基本計画の策定及び変更に関する事項 

 （組織） 

第 17 条 審議会は、委員 20 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

 (１) 学識経験を有する者 

 (２) 識見を有する者 

 (３) 関係行政機関の職員 

 (４) 公募による者 

 (５) その他市長が必要と認める者 

 （委員の任期） 

第 18 条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と 

 する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第 19 条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職 

 務を代理する。 

 （会議等） 

第 20 条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると 

 ころによる。 

４ 審議会の庶務は、環境部において処理する。 

５ 第 16 条から前項までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が 

 審議会に諮って定める。 

 （委任） 

第 21 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に 

 定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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用語説明 
 

用   語 説       明 

一般廃棄物 

 

「廃棄物処理法」に定められた廃棄物のうち、産業廃棄物以外

のものをいいます。地方自治体が収集・処理・処分の責任を負

い、排出者別に、家庭系と事業系の２つに区分されます。 

ＥＶ（Electric 

Vehicle） 

（電気自動車） 

蓄電池などの動力源を搭載し、モーターを原動機とする自動車

のことです。 

エコ・ステーシ

ョン 

本市の環境施策の一つとして、新聞、雑誌、段ボール、金属類

など資源物を回収するための施設で、現在、市内には６か所設

置されています。 

FCV（Fuel Cell 

Vehicle） 

(燃料電池自動車) 

燃料電池から電気エネルギーを得て駆動する電気自動車。水素

と酸素の化学反応によって生じるエネルギーを利用する方式

が主となっています。 

屋外広告物 「屋外で公衆に表示されるもの」で、個人や法人の名称、商品

名などの文字表示から、標識やシンボルマークなどの記号表示

や、その内容が営利を目的にしないものまで含みます。 

屋外広告物禁止

区域 

三重県屋外広告物条例では「良好な景観の形成、美観風致の維

持」、「公衆に対する危害の防止」という観点から広告物に対し

て必要な規制を行っています。 

屋外広告物を掲示する場合は、三重県屋外広告物条例に基づき

許可が必要であり、屋外広告物許可申請（手数料が必要）をす

る必要があります。 

本市では、国道２３号（中勢バイパス）、伊勢自動車道、一般

県道青山高原公園線の沿線などが禁止地域になっています。 

 温室効果ガス 

 

太陽光線によって、暖められた地表面から放射される赤外線を

吸収して大気を暖め、一部の熱を再放射して地表面の温度を高

める効果をもつ気体のことで、二酸化炭素、メタン、一酸化ニ

窒素、フロンガスなどです。 

外来種 人間の活動によって植物や動物が移動し、それまで生息してい

なかった地域に定着し、繁殖するようになった生物種のことで

す。 

環境基本法 環境に関する分野についての国の政策の基本的な方向を示し

た法律です。 

行 

行 

用語説明
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用   語 説       明 

環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響で、環境の保全上の支障

の原因となるおそれのあるものと「環境基本法」に定義されて

います。工場からの排水、排ガスはもとより、家庭からの排水

やごみの排出、自動車の排気ガス等、通常の事業活動や日常生

活のあらゆる場面での環境への負荷が考えられます。 

 

環境マネジメン

トシステム 

企業や団体等が環境を良くする方針や目標等を自ら設定し、継

続的に省エネルギー・省資源などの環境保全活動に自主的に取

り組む仕組みです。 

景観アドバイザ

ー 

下水道計画区域 本市には、現在、流域下水道雲出川左岸処理区（旧津市の南部、

旧久居市、旧香良洲町の地域）、流域下水道志登茂川処理区（旧

津市の北部、旧安濃町及び旧河芸町を含めて、安濃川より北側

の地域）、流域下水道松阪処理区（旧一志町、旧白山町の地域）、

市単独処理区（旧津市、旧芸濃町、旧美里村の一部の地域）の

４つの下水処理計画区域があり、これらの区域を総じて下水道

計画区域といいます。 

公益的機能 木材、農産物などの供給という森林・農地が持つ経済性だけで

はない、水源かん養、土砂流出防止、洪水防止、大気浄化、水

質浄化、酸素供給、炭酸ガスの吸収、保健休養などの働きのこ

とです。 

こどもエコクラ

ブ 

ごみダイエット

塾 

本市の環境施策の一つで、市役所の職員が自治会等皆さんのも

とにお伺いし、ごみ問題全般やごみの分別排出等について啓発

する取組のことです。  

用語説明

子どもたちの環境保全活動や環境学習を、保護者等の大人が支

援することにより、子どもたちが人と環境の関わりについて幅

広い理解を深め、自然を大切に思う心や環境問題解決に自ら考

え行動する力を育成し、地域の環境保全活動の環を広げること

を目的とする団体です。幼児（３歳）から高校生（１８歳）までな

らだれでも参加可能で、独自の活動やこどもエコクラブ全国事

務局（公益財団法人日本環境協会内）から提供される共通のプロ

グラム等を行っています。

良好な景観形成を推進するため、景観に係る助言・相談などを

行う専門家のことです。本市では景観、建築、都市計画、色彩、

環境等に関する専門的知識や経験を有する方の中から景観アド

バイザーとして委嘱しています。
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用   語 説       明 

在来種 ある地域に現在生育する植物や動物のうちで、昔からあった種

のことで、本来の分布域に生息・生育する生物種のことです。 

再生可能エネル

ギー 

太陽光・風力・地熱・バイオマスなどによる発電や太陽熱など

の、使い続けても枯渇しない自然由来のエネルギー源のこと

で、大規模の水力、大気中の熱など自然界に存在する熱、潮力・

波力・海洋温度差等の海洋エネルギーも含まれます。 

里地・里山 居住地域の近くに広がり、かつては薪炭用材や落ち葉の採取、

農業生産など様々な人間の働きかけを通じて自然環境が維持、

形成されてきた地域のことをいいます。森林、農地、ため池、

草地等で構成されており、多様な動植物の生息・生育場所にも

なっています。 

里海 

３Ｒ 

（スリーアール） 

「リデュース（Reduce＝ごみの発生抑制）」「リユース（Reuse

＝再使用）」「リサイクル（Recycle＝再資源化）」の３つの

頭文字を取ってこう呼ばれます。 

市営浄化槽事業 浄化槽の早期普及により衛生的で快適な生活、河川の水質保全

を図るため、市が合併浄化槽の設置と維持管理を行う事業で

す。事業対象区域は、市内の下水道計画区域及び農業集落排水

処理施設等の集合処理区域を除いた区域です。 

終生飼養 動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に

飼養することをいいます。 

（動物の愛護及び管理に関する法律第７条第４項） 

動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を

達する上で支障を及ぼさない範囲でできる限り、当該動物がそ

の命を終えるまで適切に飼養すること（以下「終生飼養」とい

う。）に努めなければならない。 

事業系 

一般廃棄物 

 

行 

用語説明

人間の手で陸域と沿岸域が一体的・総合的に管理されることに

より、物質的循環機能が適切に維持され、高い生産性と生物多

様性の保全が図られるとともに、人々の暮らしと深く関わり、

人と自然が共生する沿岸海域のことをいいます。

事業活動に伴って発生した廃棄物のうち産業廃棄物以外のもの

が該当し、事業所から排出された紙ごみや、木、繊維性のご

み、従業員が食べたお弁当の食べ残しの生ごみなどをいいま

す。ただし、建設業や製造業など限られた事業から排出された

ものは産業廃棄物に分類されるものもあります。
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用   語 説       明 

市民清掃デー 本市の環境施策の一つとして、道路、公園等公共の場所におい

て、ごみや雑草等を市民自らの手できれいにすることにより、

街を美しくするとともに、環境美化への市民意識の向上を図る

取組です。 

循環型社会 

新エネルギー 

 

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令第１条

により、バイオマス燃料製造、バイオマス熱利用、太陽熱利用、

温度差熱利用、雪氷熱利用、バイオマス発電、地熱発電、風力

発電、中小水力発電、太陽光発電の 10 種類が定められている

ほか、ヒートポンプ、天然ガスコージェネレーション、燃料電

池、次世代自動車などの革新的なエネルギー高度利用技術を含

んでいます。 

水源かん養機能 

生活変える！ 

エコエコ家族 

本市の環境施策の一つで、二酸化炭素の削減量などがわかるエ

コエコシートを使って、家族単位で普段の生活の中で環境にや

さしい行動に取り組んでいただく事業です。取り組んだ家族に

は、エコエコ家族認定証を発行します。  

生態系 全ての生物（植物、動物、微生物）とこれらを取り巻く非生物

的要素（土壌、水、鉱物、空気等）とが物質循環やエネルギー

の流れを通じて相互に作用し、一つの機能的な単位を成してい

る複合体をいいます。 

 

用語説明

地表を流れる河川の水や地下水が枯渇しないように補給する働

き、能力のことです。降雨を地表や地中に一時的に貯えるとと

もに、効果的に地下に浸透させ、長期にわたり貯留、流下させ

ることにより、洪水調節、渇水緩和等河川流量の平準化を図っ

たり、地下水や湿地を維持する働きをことです。

循環型社会形成推進基本法では、まず、製品等が廃棄物等とな

ることを抑制し、次に排出された廃棄物等についてはできるだ

け資源として適正に利用し、最後にどうしても利用できないも

のは適正に処分することが確保されることにより実現される、

「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り低減

された社会」とされています。

循環型社会
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用   語 説       明 

ZEH（ゼッチ） 

(Net Zero 

Energy 

House) 

ダイオキシン類 

津市地球温暖化

対策実行計画 

温室効果ガスの排出抑制等に向け、本市における施策を示した

計画です。計画期間は平成 25 年度から平成 32 年度までの８

年間です。 

農業集落排水処

理施設 

農業集落における下水処理施設のことです。市内には26処理

区域（排水処理施設26か所）があります。 

バイオマス バイオ（bio＝生物、生物資源）とマス（mass＝量）からなる

言葉で、動植物等の生物からつくりだされる再生可能な有機性

資源で一般に化石資源を除いたもののことです。 

資源バイオマス（トウモロコシ、さとうきび等）、未利用バイ

オマス（わら、もみがら等）、廃棄物バイオマス（廃材、生ご

み等）が含まれます。 

行 

行 

行 

用語説明

住まいの断熱性・省エネルギー性能をあげること、また太陽光

発電などでエネルギーをつくることで年間の一次消費エネル

ギー量（空調・給湯・照明・換気）の収支をプラスマイナスゼ

ロにする住宅を指します。

自宅で消費するエネルギー量より自宅で創るエネルギー量が多

い住宅とされています。

生物多様性 全ての生物とその生育生息環境の多様さを表す概念です。生物

多様性には、遺伝子（種内）の多様性、種（種間）の多様性及

び生態系の多様性があります。生物多様性の保全とは、様々な

生物が相互の関係を保ちながら、本来の生育環境の中で繁殖を

続けている状態を保全することをいいます。

水素、炭素、酸素、塩素の化合物であるポリ塩化ジベンゾパラ

ジ オ キ シ ン （ P C D D ） と 、 ポ リ 塩 化 ジ ベ ン ゾ フ ラ ン

（PCDF）をまとめてダイオキシン類と呼んでいます。1991

年7月に公布された「ダイオキシン類対策特別措置法」では、

水 素 、 炭 素 、 塩 素 の 化 合 物 で あ る ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル

（PCB）のうち、ダイオキシン類と類似の生理作用をもつコ

プラナーPCBも含めてダイオキシン類と呼んでいます。ダイ

オキシン類はごみの焼却等により非意図的に発生し、その毒性

は、一般毒性、発がん性、生殖毒性、免疫毒性等多岐にわたっ

ています。 
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バイオマス産業

都市 

バイオマスの原料生産から収集・運搬、製造・利用まで経済性

が確保された一貫システムを構築し、地域のバイオマスを活用

した産業創出と地域循環型エネルギーの強化により地域の特

色を生かしたバイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害

に強いまちづくりを目指す地域のことです。 

本市は、平成 26 年３月にバイオマス産業都市の認定を受けて

います。 

 
 

用   語 説       明 

 

用語説明

バイオマス発電 バイオマスを燃料として利用し、発電する方法のことです。 

FIT 法 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法の通称で、固定価格買取制度とも呼ばれ、再生可能エ

ネルギーの買取価格を法律で定めています。 

ＰＤＣＡサイク

ル 

Plan（計画）、Do（実施）、Check（点検）、Action（改善）

を意味し、計画を向上させるためのシステム的考え方です。 

保安林 

無縁墓 継承する親族や縁故者などがいない墓をいいます。 

流域関連公共下

水道 

主として市街地における下水を排除または処理するため市町

村が建設・管理する下水道で、流域下水道に接続するものをい

います。 

リユース掲示板 本市の環境施策の一つで、家具など、まだ十分使うことができ

る物を捨てずに、必要としている人に譲り、再利用してもらう

ため、譲りたい人と譲ってほしい人をつなぐ情報掲示板です。 

行 
行 

水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保

全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣や都

道府県知事によって指定される森林です。

保安林はその指定の目的により、水源かん養、土砂流出防備など

１７種類となっており、それぞれの目的に沿った森林の機能を

確保するため立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されます。
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津市環境基本計画

豊かな自然とともに歩み、より暮らしやすい環境を創造するまち 津

平成３０年３月

発行 津市

編集 津市環境部環境政策課

５１４－８６１１ 三重県津市西丸之内２３番１号

ＴＥＬ 059-229-3139

ＦＡＸ 059-229-3354

Ｅ-mail 2２9-3139＠city.tsu.lg.jp






